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物流センターに関する調停成立のお知らせ 

 

 当社は、定期建物賃貸借契約に基づき使用している物流センターについて、賃貸人との間で賃借面積の

変更（一部解除）に関する調停を、東京簡易裁判所に申し立てしておりましたが、この度、調停が成立い

たしましたので、お知らせいたします。 

本件調停の成立により、当該物流センターは引き続き賃貸借契約を継続し、賃借面積の全域稼働に向け

て営業に注力いたします。 

 

記 

1. 調停成立の日 

2022年７月 27日 

 

2. 本件の経緯及び調停内容の要旨 

 当社は、2021 年 12 月３日に賃借面積変更に関する違約金の額を総額 100,000 千円と定める旨の調停を

東京簡易裁判所に申し立てており、2022年２月８日「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて開示しております通り、同額を固定負債の訴訟関連費用引当金に計上いたしましたが、この度、

2022年７月 27日に調停が成立いたしました。なお、これにより賃貸人の提訴は取り下げられます。 

 

※当該物流センターの所在地、賃貸人および調停成立に関する具体的な金額については公表を控えさせて

いただきます 

 

3. 今後の見通し 

本件による業績への影響につきましては、現状軽微であると考えております。 

 

                                             以上 


